
特 約 条 項

1 処理基準

処理にあたっては、処理時点における次の関係法令に定める諸基準に抵触 しな

いように行 うこととする。

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭 和45年法律第137号 )

(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭 和46年政令第300号 )

(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和46年厚生省令第35号 )‐

2 提出書類

(1)0900-D-2  真鍮暦        溶解証明書

(2)0900-D-2-A 真鍮屑 (打殻薬奏). 溶解証明書

(3)対空機関砲台車部の解体後の写真 (22台 分 )

3 不用品の種類及び数量

別紙に よる。

5 搬出、破壊及び切断等  ・

搬出、破壊及び切断等の作業を行 う場合は、予め官側の承諾を得て、次の事項

に注意するものとする。

(1)契約相手方は、切断等の作業のために火気を使用するときは、事前に官側に

届け出を行い、基地司令の許可を受けること。

(2)契約相手方は、火災予防に努め、作業現場に消火器を必要数常備 してお くこ

と。

(3)気象条件によっては、官側の指示により火気の使用を禁止することもある。

(4)作業時間は、 0815～ 1700と し、作業終了時に官側の火気点検を受け

ること。なお、時間外の作業については、事前に官側の許可を受けること。

(5)搬 出、破壊及び切断等の作業のためクレーン等 (吊 上げ機材)を使用する時

は、事前に官側 と調整すること
「

6 その他

(1)作業中の事故防止については、万全の配慮をすること。

(2)公害の恐れのある物質については、双方の責任において適切に処置すること。

(3)当 該物品、引き取 り後、外国政府機関及び国外業者 (商 社)に転売及び譲渡

すること及び材料 として売却する以外での転用及び転売することを禁ずる。ま

た、軍事品は、原型をとどめないように破壊、切断等の処置を施すこと。

(4)契約履行にあた り、疑義が生 じた場合、官側の指示を受けるものとする。

4 引渡 し

引渡 しは、官側 の指定す る保管場所において両責任者立会 いの上、実施す るも

の とす る。



産業廃棄物の種類及び数量

品名 単位 数 量項 目 物品番号 備 考

0900-D-1 アル ミ層 KG 193.478
航空機部品、
整備用器材

真鍮屑 KG 270.48，

“ 0900-D-2 擬製弾

真鍮屑 (打柄薬奏) 1926.9970900-D-2-A 打柄薬美

銅屑 KG 11.540900-D-4 通信機器

鉛暦 KG 2406.18員

Ｕ 0900-D-5 バ ッテリ

KG´
０ 0900-E-1-M 小型鋼鉄暦 11723.649 ドラム缶

KG0900-E-1-Ni ニ ッケル混入屑 18.89 航空機部品
７

，

0900-E-1-ST ステンレス混入層 KG 60.34０
０ 航空機部品

ｑ

） 0900-E-1-Ti チタニュウム混入層 KG 23.1 航空機部品

雑金属屑 KG10 0900-M-1 67710.55 航空機部品、什
器、通信器材等
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